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(57)【要約】
　第一の態様では、本発明は、瀝青質バインダー材料と鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体
粒子とを含み、前記弾性粒子が最大で2.8ｍｍの最大粒径を有するアスファルト組成物で
あって、鉱物骨材及び弾性粒子を含む前記固体粒子がギャップ等級を有し、前記ギャップ
は下限及び上限によって定義され、前記下限と上限との間のサイズの固体粒子は実質的に
存在せず、ギャップの上限は弾性粒子の最大粒径よりも大きく、さらに、鉱物骨材がギャ
ップの上限より大きな粒径を有する粒子を含む、アスファルト組成物に関する。本発明の
別の態様は、前記アスファルト組成物の好ましい調製方法、前記アスファルト組成物から
製造される道路表面、及びマスチック組成物に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　瀝青質バインダー材料と鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体粒子とを含み、前記弾性粒子
が最大で2.8ｍｍの最大粒径を有するアスファルト組成物であって、鉱物骨材及び弾性粒
子を含む前記固体粒子がギャップ等級を有し、前記ギャップは下限及び上限によって定義
され、前記下限と上限との間のサイズの固体粒子は実質的に存在せず、ギャップの上限は
弾性粒子の最大粒径よりも大きく、さらに、前記鉱物骨材がギャップの上限より大きな粒
径を有する粒子を含む、アスファルト組成物。
【請求項２】
　前記下限と上限との間のサイズの固体粒子の割合が、前記骨材と弾性粒子との合計体積
に基づいて、最大で10体積％、好ましくは5体積％、より好ましくは0.5体積％未満である
、請求項１に記載のアスファルト組成物。
【請求項３】
　前記ギャップの上限及び前記弾性粒子の最大粒径が、これらの差異が少なくとも1mm、
好ましくは1から5mm、より好ましくは2から4mmとなるように選択される、請求項１または
２に記載のアスファルト組成物。
【請求項４】
　前記ギャップの下限が、前記弾性粒子の最大サイズに少なくとも等しい、請求項３に記
載のアスファルト組成物。
【請求項５】
　前記弾性粒子が、63μmから2mmの粒径を有する、請求項１から４のいずれか一項に記載
のアスファルト組成物。
【請求項６】
　前記弾性粒子は、好ましくは天然ゴム、スチレン-ブタジエンコポリマー、ポリクロロ
プレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、ポリスルフィドゴム、ポリイソプレン、EPDMゴム、
シリコーンゴム、ポリウレタンゴム、ポリオレフィンゴム、及びこれらの混合物からなる
群より選択されるエラストマー材料を含む弾性ポリマー粒子であり、より好ましくは前記
エラストマー材料が加硫した天然ゴムを含み、最も好ましくはクランプゴム（crump rubb
er）を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項７】
　前記瀝青質バインダー材料が、EN 1426によって測定される、40から220dmmの針入度を
有する瀝青を含む、請求項１から６のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項８】
　前記瀝青質バインダー材料が、瀝青を含み、さらに前記バインダー材料中で均質化され
たポリマーを含む、請求項１から７のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項９】
　鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体粒子を含み、その70から95体積％の範囲の第一グルー
プが2.8mm以上の粒径を有する鉱物骨材であり、その2.5から15体積％の第二グループが63
μmから2mmの粒径を有する固体粒子であり、更に2.5から10体積％の第三グループが63μm
未満の粒径を有する固体粒子であり、これらパーセンテージは鉱物骨材と弾性粒子との体
積に基づく、請求項１から８のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項１０】
　前記鉱物骨材が、砂、砂利、砕石、スラグ、及び破砕コンクリートから選択される鉱物
材料を含む、請求項１から９のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項１１】
　前記鉱物骨材が、再生アスファルト骨材を含む、請求項１から１０のいずれか一項に記
載のアスファルト組成物。
【請求項１２】
　前記瀝青質バインダー材料、骨材、及び弾性粒子の体積に基づいて、前記弾性粒子の量
が3から20体積％の範囲内であり、前記骨材の量が90から60体積％の範囲内であり、前記
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瀝青質バインダー材料の量が9から17.5体積％の範囲内である、請求項１から１１のいず
れか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項１３】
　瀝青質バインダー材料と鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体粒子とを含むアスファルト組
成物の調製方法であって、
　瀝青質バインダー材料が高温に加熱され；
　加熱された高温の瀝青質バインダー材料が膨化チャンバーに送られ；
　水が膨化チャンバーに送られて加熱された瀝青質バインダー材料と接触して蒸気を生成
し、これによって発泡瀝青が生成し；さらに、
　前記発泡瀝青が前記固体粒子と混合され、ここで前記弾性粒子は最大で2.8ｍｍの最大
粒径を有し、この固体粒子はギャップ粒度を有し、前記ギャップは下限及び上限によって
定義され、前記下限と上限との間のサイズの固体粒子は実質的に存在せず、ギャップの上
限は弾性粒子の最大粒径よりも大きく、さらに、鉱物骨材がギャップの上限より大きな粒
径を有する粒子を含んでおり、アスファルト組成物がもたらされる、方法。
【請求項１４】
　前記瀝青質バインダー材料が、150から190℃の温度に加熱される、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　瀝青質バインダー材料及び弾性粒子、及び鉱物骨材を含むマスチック組成物であって、
前記瀝青質バインダー材料中に最大で2.8mmの最大粒径を有する弾性粒子の懸濁液を含む
、マスチック組成物。
【請求項１６】
　前記弾性粒子が、エラストマー材料を含む弾性ポリマー粒子である、請求項１５に記載
のマスチック組成物。
【請求項１７】
　前記瀝青質バインダー材料の量が、前記瀝青質バインダー材料、弾性粒子、及び鉱物骨
材の体積に基づいて、30から75体積％の範囲内である、請求項１５または１６に記載のマ
スチック組成物。
【請求項１８】
　10℃にて、荷重周波数10Hzにおける動的剪断レオメーターで測定して、25から200MPaの
範囲内の剛性率を有する、請求項１５から１７のいずれか一項に記載のマスチック組成物
。
【請求項１９】
　前記骨材が、前記弾性粒子が導入された瀝青質バインダー材料によって結合されている
、請求項１から１２のいずれか一項に規定のアスファルト組成物を含む道路表面。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アスファルト組成物及びこうした組成物の調製方法に関する。本発明はまた
、アスファルト組成物の調製において使用可能なマスチック組成物及びこうしたアスファ
ルト組成物を含む道路表面にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　アスファルト組成物は、時にアスファルトコンクリートとも呼称され、瀝青を含有する
瀝青質バインダー材料及び骨材を含む。バインダー材料は瀝青であってよいが、これはま
た、ポリマー及び別の有機材料を含んで、骨材へのバインダー材料の優れた接着性をもた
らす。骨材は、典型的には鉱物骨材、例えば、微細フィラー、砂、砂利、または任意に砕
石である。アスファルト組成物は、一般的に、道路表面の調製において使用される。
【０００３】
　瀝青は、天然に産するかまたは石油精製における残渣として得られる、濃色の固体また
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は粘性の液体である。これは、パラフィン系及び芳香族炭化水素と、硫黄、窒素、及び酸
素を含むヘテロ環化合物との混合物である。これは、二硫化炭素及びトリクロロエチレン
中に溶解し易い。これは、加熱されると軟化する。これは、フィラー及び骨材と共にアス
ファルトを形成する。瀝青は、その特性を変更するために改質して良い。瀝青を改質する
ために、ポリマーを用いて良い。この目的のために使用される既知のポリマーには、天然
ゴム、スチレン-ブタジエンゴム(SBR)、スチレン-ブタジエン-スチレンブロックコポリマ
ー(SBS)、及びエチレンビニルアセテートコポリマー(EVA)が含まれる。また、クラムラバ
ー、すなわち、自動車及びトラックの古タイヤからの再生ゴムもまた、瀝青の特性を変更
するために使用してよい。フィラー、すなわち、約63μm以下の粒径を有する骨材が瀝青
と混合されると、モルタルが得られる。砂、すなわち、約63μmから約2mmの粒径を有する
骨材が瀝青に添加されると、モルタルマスチック、要するにマスチックが得られる。
【０００４】
　道路への応用のためのアスファルト組成物は、多数の要件を満たすべきである。明らか
に、道路表面は十分な耐久性及び寿命を有する必要がある。ますます関心が寄せられてい
る要件の一つは、道路表面の騒音特性である。密なアスファルトコンクリートは、しばし
ば、道路表面として使用される。このタイプの道路表面上の交通騒音は、特に人口密集地
域では、許容できないレベルの騒音に鑑みて研究の対象となっている。密なアスファルト
コンクリートは、非常に耐久性となる傾向がある。密なアスファルトコンクリート中には
、様々な粒径の骨材が存在し、骨材と瀝青質バインダーとから生じる構造に空隙が少なく
なるようになっている。多孔質のアスファルト組成物中では、比較的に大きな骨材の割合
が高く、空隙が小型の骨材で満たされていることが少ない。多孔質アスファルト組成物は
、利点として、雨に対して非常に優れた排水性能を有する。さらにまた、得られた空隙は
、交通騒音をよく吸収する。最も高度な騒音低減は、道路表面が多孔質であり、柔軟で微
細な表面質感を有する場合に得られる。多孔性は、ギャップ粒度を有する鉱物フラクショ
ンの使用によって得られるが、これは、所定のサイズを有する鉱物粒子、すなわち、骨材
またはフィラーがほとんど存在しないことを意味する。ギャップより大きなサイズを有す
る鉱物粒子は、粒子骨格を形成する。この骨格は、混合物に安定性をもたらす。ギャップ
より小さな粒径を有する鉱物は、前記骨格中の鉱物よりも大きな表面積を有する。結果と
して、鉱物が瀝青質バインダーと混合された場合には、バインダーの大部分がギャップ以
下の粒子に接着してマスチックを生成する。これら混合物中のマスチックは、骨格中の粒
子を接着して多孔質アスファルトを形成する。表面質感は、鉱物等級の選択によって制御
される。
【０００５】
　別の調査では、瀝青質バインダー材料をポリマーで改質した場合には、瀝青特性が変更
される可能性があり、寿命が延長され得ることが判明した。したがって、瀝青質バインダ
ーへのポリマーの添加が、優れた騒音低減性能を有する道路表面の寿命に影響を及ぼすか
否かを調査するために、いくつかの研究が行われた。ポリマー改質瀝青が、多孔質の目の
粗いアスファルトの製造のためのバインダーとして使用された。前記ポリマーは、ゴム、
例えば、スチレンブタジエンゴムまたは粉砕タイヤゴムであってよい。このポリマー改質
瀝青の調製においては、ポリマー材料の小滴または粒子を加熱した瀝青に激しく攪拌しつ
つ混合して、完全に均質な混合物が得られるようにする。
【０００６】
　ポリマー改質瀝青の調製の例は、WO2011/074003によって提供される。この文献は、瀝
青、少量のクラムラバー、少量のFCC使用済み触媒、及び任意に別の低価ポリマーを含む
改質瀝青組成物を開示する。前記成分を、均質化しつつ高温で混合して改質瀝青質バイン
ダーを得る。ポリマー改質瀝青は、非常に粘着性で比較的に柔軟になりがちである。
【０００７】
　ポリマー改質瀝青の使用により、有効な高い空隙パーセンテージを有する、非常に多孔
質なアスファルト混合物の設計が可能になる。得られる道路表面は、適度に良好な音響性
能を示す。
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【０００８】
　優れた騒音性能を得るための別の方法は、積層多孔質アスファルトを使用することによ
って得られる。この場合、比較的に均質だが大きな骨材を含む多孔質アスファルト組成物
が下部層として使用されて、非常に優れた排水性能をもたらす大きな空隙を提供する。大
きな骨材を有する層の上に、均一な粒径を有するより小さな骨材の層を配する。これら二
つの層から得られる道路表面では、騒音低減が改善されるが、これは主に、上部層の微細
な質感のためにタイヤなどによって引き起こされる騒音がより少なく、二つの層で厚みが
増したことがより優れた騒音吸収をもたらすためである。
【０００９】
いわゆる多孔質弾性道路表面（PERS）は、非常に優れた騒音低減特性を示す。PERSにおい
ては、鉱物骨材は、多くの場合はスクラップタイヤから得られる格段に柔らかな粒子によ
って、完全または部分的に置き換えられる。PERS混合物中のバインダーは、ポリウレタン
などの合成ポリマーバインダーである。こうした道路舗装の例は、US2004/0044104に記載
されている。この米国特許出願によれば、2から8mmのサイズの廃ゴム粒子を、エポキシま
たはウレタンバインダー材料及び0.5mm未満から約30mmの範囲の粒径を有する石骨材と混
合した。得られた混合物を、舗装表面に弾性トップコートとして使用した。この明細書に
は、廃ゴム粒子の大きさが1mm以下である場合には、弾性が不十分であり、騒音ノイズ低
減が不十分であると教示されている。粒径が10mm以上である場合には、舗装の耐久性が低
過ぎる。
【００１０】
　高価なバインダー材料の使用によるこうした舗装の高コストに加えて、前記混合物の加
工性もまた不十分である。ポリウレタンまたはエポキシポリマーの硬化時間のために作業
時間が制限され、例えば10から30分程度である。これは、多くの場合、道路表面の製造の
ためには短すぎるとみなされる。さらにまた、こうした舗装は非常に寿命が短いようであ
る。
【００１１】
　舗装において高レベルの騒音低減を得るための、別の提案された解決法は、JP 2007-15
4539に記載されている。この出願によれば、瀝青及びバインダーとしてエチレンビニルア
セテートコポリマー、骨材、及びゴムチップまたはゴム粉末を含む弾性舗装材料が、多孔
質舗装の空隙を満たすために使用される。しかしながら、空隙を満たすことによって、排
水性能が低下し、ひいては空隙含有率の低減により騒音レベルが増大されがちである。よ
って、この解決策も不十分であり、US2004/0044104の教示を超える、何らの利点も追加す
るものではない。
【００１２】
　さらに、PERSの寿命が実用のためには依然として短すぎることが判明した。現在のPERS
について報告された破損機構は、以下に焦点をおく：
・耐久性、すなわち、天候及び交通の影響下における材料の崩壊；
・層剥離、すなわち、PERSと瀝青質アスファルト下層構造との間の接着が失われる；さら
に、
・滑り抵抗、すなわち、特に濡れた状態では、PERSのゴム粒子が提供する滑り抵抗は限ら
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】WO2011/074003
【特許文献２】US2004/0044104
【特許文献３】JP 2007-154539
【特許文献４】US3999743
【特許文献５】US4096588
【特許文献６】EP1767581
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【特許文献７】GB 1325916
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、本発明の課題は、一方で騒音低減性能を有し、他方ではPERSの短所、例えば、
PERSの限定された滑り抵抗、層剥離、及び崩壊を示さないか、あるいはこれらの程度が低
いという適切なバランスを有するアスファルト組成物を得ることである。驚くべきことに
、アスファルト組成物が、瀝青質バインダーと鉱物骨材及び弾性粒子を含むギャップ粒度
の固体粒子とを含む場合には、こうした適切なバランスを得られることが、ここに見出さ
れた。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　したがって、本発明は、請求項１に規定される通り、瀝青質バインダー材料と、鉱物骨
材及び弾性粒子を含む固体粒子とを含み、前記弾性粒子が最大で2.8ｍｍの最大粒径を有
するアスファルト組成物であって、固体粒子がギャップ粒度を有し、前記ギャップの上限
は弾性粒子の最大粒径よりも大きく、さらに、前記鉱物骨材がギャップの上限より大きな
粒径を有する粒子を含む、アスファルト組成物を提供する。
【００１６】
　本発明においては、鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体粒子はギャップ粒度を有し、前記
弾性粒子は最大で2.8mmの最大サイズを有する。こうしたギャップは下限と上限によって
定義される。アスファルト組成物においては、ギャップ内のサイズを有する固体粒子は実
質的に存在しない。ギャップ粒度を有する固体粒子並びにギャップの上限値以上のサイズ
を有する鉱物骨材のために、このアスファルト組成物から製造された道路表面には多孔性
が導入される。このことは、こうした道路表面の騒音性能に好ましい効果をもたらす。鉱
物骨材は、瀝青質バインダー材料及び微細粒子、すなわち、2.8mm以下のサイズを有する
鉱物骨材及び弾性粒子を含むマスチックによって、互いに接着される。理論に束縛される
ものではないが、弾性粒子は、粗い骨材粒子の間に存在して、粗い骨材粒子同士の直接の
接触が起こらないことを確実にしていると考えられる。さらにまた、弾性粒子は、マスチ
ックを柔らかくする傾向がある。これら二つの効果により、個々の粗い鉱物骨材間のリン
クが軟化し、舗装材適用の際の動作（movement upon application of a load）がより容
易になり、ひいては機械インピーダンスが低下する。等級づけのために使用されるEN 126
97-2による一連の標準的シーブに鑑みて、弾性粒子の最大サイズが2.8mmより大きく、例
えば4mmであった場合には、ギャップより大きな粗い鉱物骨材は、例えば最大で16mmのサ
イズを有して、粗い表面構造、ひいては不十分な騒音吸収をもたらす。
【００１７】
　弾性粒子は、マスチックに弾性を導入する。弾性とは、固体材料が、変形された後に実
質的に元の形状に戻る傾向である。固形物体は、力が適用されと変形する。当該材料が弾
性である場合、こうした力が取り除かれると、物体はその当初の形状及びサイズに戻る。
これに関して、ギャップ未満のサイズを有する固体粒子フラクションは、鉱物骨材を完全
または部分的に置き換えるものとしてより柔らかな弾性粒子を含む。これらのより柔らか
な弾性粒子は、より大きな骨材によって形成される骨格の間に存在して、バンパー材とし
て作用しうる。結果として、滑り抵抗に関するPERSにまつわる問題は解消する。これは、
表面質感に寄与する、ギャップより大きなフラクションが、既存の多孔質アスファルトと
同様に鉱物骨材によって形成されるためである。
【００１８】
　瀝青質バインダーの使用によれば、ポリウレタンまたはエポキシポリマーをバインダー
として使用するPERSの層剥離及び崩壊特性は生じない。このことは、得られる道路表面の
耐久性及び寿命に好ましい影響を及ぼす。本発明によるアスファルト組成物のマスチック
含量（瀝青質バインダー及び2.8mm以下の固体粒子）は、間隙比及び多孔性の喪失なしに
、通常の多孔質アスファルト組成物と比べて20％増しにすることができ、すなわち、通常
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の多孔質アスファルト組成物が20％のマスチックを含むならば、本発明によるアスファル
ト組成物は、間隙比及び多孔性を同等のレベルに維持しつつ24％までのマスチックを含ん
でよい。この発見は、ギャップ以上のサイズを有する粗い骨材間の距離を拡張するための
、本発明による組成物中の弾性粒子の機能を証明すると見なされる。マスチックの含量が
高いほど、より長い耐用年数に寄与する。
【００１９】
　弾性粒子は、鉱物骨材よりも剛性の低いいかなる材料から形成してもよく、剛性とは、
適用された力に応じて、物体が変形に抵抗する程度のことである。本発明における弾性粒
子は、適切には2μmから2.8mm、より好ましくは63μmから2mmの粒径を有する別個の粒子
の形態である。好ましくは、弾性粒子は、エラストマー材料を含む弾性ポリマー粒子であ
る。
【００２０】
　本発明のアスファルト組成物中に存在する弾性ポリマー粒子が、ポリマー改質瀝青組成
物中に存在するポリマーとは異なる形態で存在していることが強調される。前記ポリマー
改質瀝青組成物においては、ポリマーと瀝青との均質な混合物が得られるように、ポリマ
ーは加熱されて均質化される。ポリマー鎖は瀝青分子のためのマトリックスを形成し、か
くして瀝青バインダーの特性を変更する。これに対して、本発明における弾性ポリマー粒
子は、適切には2μmから2.8mm、より好ましくは63μmから2mmの粒径を有する別個の粒子
の形態である。
【００２１】
　ギャップ粒径を有する固体粒子なる語は、ギャップ粒径によって特徴づけられる粒径分
布を有する固体粒子を意味し、ギャップ粒径とは、所定サイズの粒子が実質的に存在しな
い場合の固体粒子の粒径分布として定義される。存在せずにギャップを成す粒径及び当該
ギャップは、下限及び上限によって特徴づけられる。本発明のためには、ギャップの上限
は弾性粒子の最大サイズより大きく、しかるにこの上限は2.8mmより大きくてよい。ギャ
ップの上限とポリマー粒子の最大サイズとの差異が大きくなることによって、空隙が大き
くなり、ひいてはアスファルト組成物の排水性能及びその騒音低減性能が改善される。し
たがって、ギャップの上限及びポリマー粒子の最大粒径は、これらの差異が好ましくは1
から5mm、より好ましくは2から4mmとなるように選択される。ギャップの下限が弾性粒子
の最大サイズより大きい、例えば少なくとも1ミリメートル大きいという実施態様もまた
含まれる。より好ましくは、ギャップ粒径はギャップの下限が少なくとも弾性粒子の最大
サイズと等しくなるようなものである。このようにして得られるアスファルト組成物は、
所定の粒径の骨材を欠くことから空隙の形成を促進し、これと同時に、弾性粒子は瀝青質
バインダー中に容易に取り込まれ、上述の通りマスチックを提供して、骨格を形成する大
きな骨材を接着する。
【００２２】
　本発明によるアスファルト組成物は、本発明によるアスファルト組成物を含む道路表面
をもたらし、ここで、骨材は、比較的小さな弾性の、好ましくは弾性ポリマーの粒子が組
み込まれた、瀝青質バインダー材料によって接着される。固体粒子がギャップ粒径を有す
ることから、これらはある程度の空隙を提供するが、これは騒音低減に有用である。さら
にまた、瀝青質バインダー材料が小さな弾性粒子を含むことから、バンパー材としてのこ
れら弾性粒子の機能が骨格中の粗い鉱物骨材同士の直接接触を防止すると同時に、その弾
性によって骨材間の弾力性を提供する。かくして道路表面の剛性及びまた機械インピーダ
ンスが低減され、このことは騒音レベルの低減に有用な効果を有する。瀝青質バインダー
が使用され、また別のバインダーとしてポリウレタンなどの付加的ポリマーが使用されな
いことから、過度の崩壊または層剥離の危険がない。したがって、本発明はまた、こうし
た表面を有する道路を提供する。
【００２３】
　好ましい弾性ポリマー粒子は、エラストマー材料を含む。この材料は、ポリマー改質瀝
青組成物中に含まれることが既知のものと同様であってよい。前記材料は、様々なタイプ
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のゴムから適切に選択できる。こうしたタイプのゴムは、本発明による組成物中にも使用
してよい。こうしたタイプのゴムには、天然ゴムが含まれ、これはイソプレンのポリマー
を含む。合成ゴムには、ポリブタジエン及びポリクロロプレンが含まれる。縮合ジエンと
芳香族ビニル化合物とのコポリマーもまた適切である。こうしたタイプには、特にスチレ
ンとブタジエンまたはスチレンとイソプレンのブロックコポリマーが含まれる。別のタイ
プの合成ゴム材料には、アクリロニトリル-ブタジエンコポリマー（「ニトリルゴム」）
、イソプレンとイソブチレンとのコポリマー（「ブチルゴム」）、ポリシロキサン（「シ
リコーンゴム」）、エチレン-プロピレン-ジエン（EPDM）ゴム、ポリスルフィドゴムが含
まれる。ポリオレフィン及びポリウレタンもまた、エラストマー特性をもたらしうる。別
のエラストマー材料を使用することもできる。その例には、ポリ塩化ビニルおよびポリ（
メタ）アクリレートが含まれる。これら全ての材料は、本発明のアスファルト組成物に使
用してよい。優先傾向のあるポリマーもある。従って、本発明によるアスファルト組成物
は、好ましくは、天然ゴム、スチレン-ブタジエンコポリマー、ポリクロロプレン、ニト
リルゴム、ブチルゴム、ポリスルフィドゴム、ポリイソプレン、EPDMゴム、シリコーンゴ
ム、ポリウレタンゴム、ポリオレフィンゴム、及びこれらの混合物から成る群から選択さ
れるエラストマー材料を含むポリマー粒子を含む。
【００２４】
　天然ゴム及び上記合成ポリマーが好ましいが、他の天然ポリマー材料を使用することも
また適切である。適切な例は、コルク粒子によって提供される。これらの粒子には、浮力
があり、弾性で且つ耐火性である。コルクは、スベリン、ポリ芳香族及びポリ脂肪族領域
からなるゴム状材料を含む。芳香族モノマーには、ヒドロキシ桂皮酸およびその誘導体が
含まれ、また肪族族モノマーには、18個の炭素原子を有する不飽和のα-ヒドロキシ酸及
びα,ω-二価酸が含まれる。コルクは、コンクリートに使用され、本発明によるアスファ
ルト組成物に使用してよい。
【００２５】
　弾性ポリマー粒子により高い耐久性を与えるために、弾性ポリマー粒子は、好ましくは
、架橋に供されたエラストマー材料を含む。架橋は、エラストマーの種類によって様々な
方法で行ってよい。硫黄で加硫することによってゴム系材料を架橋することが周知である
。加硫は、少なくとも一つのジエンとの重合から得られたエラストマー材料に特に適切で
ある。天然ゴム、ポリイソプレン、ポリブタジエン、スチレンブタジエンゴム、スチレン
イソプレンコポリマー、及びクロロプレンの加硫を、硫黄を用いて好適に行うことができ
る。適切には、前記エラストマー材料は、加硫天然ゴムを含む。他のポリマーには異なる
架橋剤、例えば、過酸化物、金属酸化物、キノン、またはニトロベンゼン化合物を使用し
てよい。
【００２６】
　弾性ポリマー粒子は、その耐久性を増大させるために追加の成分を含んでよい。こうし
た追加の成分は、粒子に補強を提供するポリマー繊維を含んでよい。炭素、塩素化合物、
金属化合物もまた、追加の耐摩耗性を提供するために添加されてもよい。本発明における
ポリマー粒子として、クラムラバーを使用することが有利である。クラムラバーとは、乗
用車及びトラックの粉砕タイヤ、特に中古の車及びトラックのものであると理解される。
その使用には、粉砕タイヤには加硫ゴムが含まれるという利点がある。タイヤは、一般的
に、炭素及び繊維によって強化されている。かくして得られた粒子は、優れた耐摩耗性を
有する。さらにまた、本発明にクラムラバーを応用することにより、本発明は、廃棄物の
ために有用な用途を提供する。
【００２７】
　本発明によるアスファルト組成物中に使用される瀝青質バインダー材料は、瀝青を含む
。この瀝青は、様々なタイプの瀝青から選択することができる。アスファルト組成物の最
終目的によって、当業者は、かなり柔らかい瀝青、すなわち、針入度の高い瀝青、あるい
は比較的に硬い瀝青、すなわち、針入度の低い瀝青を選択してよい。適切な瀝青のタイプ
には、EN 1426に従って測定して220dmmまで、例えば40から220dmmの針入度を有するもの
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が含まれる。有利に瀝青のタイプを選択するには、当業者は、当該瀝青が比較的に低い処
理温度で使用できることを確認する。瀝青が処理される温度は、好ましくは、弾性ポリマ
ー粒子中のエラストマー材料の溶融温度よりも低いものである。もし温度が高ければ、弾
性ポリマー粒子が均質化されて多少によらず瀝青中に溶解し、これによって粗い骨材間に
おけるその弾力性機能が低減される危険性がある。
【００２８】
　これに関連して、当業者は、瀝青質バインダー材料、すなわち、瀝青を含むバインダー
材料として、ポリマー改質瀝青、さらにはバインダー材料中で均質されたポリマーを選択
してよいことが観察されている。こうした場合には、瀝青は、アスファルト組成物の調製
に先立ち、ポリマー粒子のいかなる添加とも別の、一つ以上のポリマーの添加によって予
め改質されている。こうしたポリマーは、スチレンブタジエンゴム、スチレンブタジエン
ブロックコポリマーの直鎖状または星形のもの、スチレンイソプレンブロックコポリマー
の直鎖状または星形のもの、及びEPDMゴムを含む上述のエラストマーであってよい。ある
いは熱可塑性物質、例えば、ポリ塩化ビニル、エチレン酢酸ビニル、エチレンとメチルも
しくはブチレン（メタ）アクリレートとのコポリマー、ポリエチレン、またはアタクチッ
クポリプロピレンを加えても良い。
【００２９】
　瀝青質バインダー材料は、従来の瀝青質バインダーにおいても既知である別の材料をさ
らに含んでよい。こうした化合物には、ワックス、重質油留分、及び可塑性化合物、例え
ば脂肪油、獣脂油等が含まれる。こうした化合物の添加は、瀝青質バインダー材料の弾力
性特性または熱的特性を調整する目的を有してよい。
【００３０】
　本発明によるアスファルト組成物中の骨材は、当技術分野において知られている、あら
ゆる公知の鉱物骨材から選択することができる。前記骨材は、粒状であり、様々なサイズ
、しかるに様々な直径を有する傾向がある。骨材は、少なくとも３つのグループ：少なく
とも2.8mmの直径を有する第一のグループ、最大で2.8mmから63μmの範囲の直径を有する
第２のグループ、及び最大で63μmの直径を有する粒子を有する第３のグループに細分さ
れてもよい。適切には、骨材は、３つのグループ：少なくとも2mmの直径を有する第一の
グループ、最大で2mmから63μmの範囲の直径を有する第２のグループ、及び最大で63μm
の直径を有する粒子を有する第３のグループに細分されてよい。同様の細分化が、弾性粒
子を含む全ての固体粒子に適用されてよい。より微細な充填材料、例えば、63μmの最大
直径を有するものは、正式に配合された合成細粒または別の形態の骨材として定義して良
い。第一グループの骨材の粒径の最大直径は、一般的に32mmを超えない。アスファルト組
成物は、典型的には、３つのグループ全ての骨材を含む。本発明によるアスファルト組成
物中では、固体粒子はギャップ粒径を有する。このことは、典型的には、中間粒径を有す
る骨材の不存在をもたらしうる。適切には、ギャップは1から5mm、好ましくは2から4mmで
ある。このため、典型的には、アスファルト組成物は、例えば、約2から約7mm、好ましく
は約2から5もしくは6mmの粒径範囲内の粒子を実質的に欠く。ギャップの下限が、さらに
低く、例えば1mmであって、約1から約5mm、好ましくは約1から約4mmの範囲の粒径を有す
る骨材が本発明による組成物中に実質的に存在しなくともよいことが強調される。
【００３１】
　一般的に、粗い骨材の最大サイズが小さいほど、ギャップの下限及び上限が小さくなり
、またギャップがより狭くなる。さらにまた、ギャップ限界が小さくギャップ幅が狭いこ
とから、（等級づけのために使用されるシーブによって偶然に存在する）ギャップ中のサ
イズを有する固体粒子の許容できる最大量の要件は、より厳しくなる。
【００３２】
　実質的に存在しないとは、典型的には、実質的に存在しないフラクションの相対割合が
、骨材及び弾性粒子の合計の体積に基づいて、最高で10体積％、好ましくは5体積％、更
に好ましくは0.5体積％未満の量で存在することと理解される。これは、道路舗装の分野
で従来使用されている基準に従って粒子選択のためのシーブを利用することによって得ら
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れる。適切には、骨材は、砂、砂利、砕石、スラグ、及び破砕コンクリートから選択され
る鉱物材料を含む。
【００３３】
　これに関連して、骨材中の粒径、さらに弾性粒子または弾性ポリマー粒子についても、
道路舗装の分野において典型的に適用される基準、すなわち、EN 12697-2に従って測定さ
れることが観察されている。この基準は、骨材の様々なフラクションのために使用される
シーブ及び操作を定義する。
【００３４】
　未使用の新たな骨材を使用する必要はない。環境の観点からは、再生アスファルト骨材
を使用することが有利である。US3999743には、回収アスファルト骨材の再生利用方法で
あって、回収アスファルト塊が粉砕され、粗粒子と微細粒子に分離され、粗粒子が加熱乾
燥ドラムの高温領域で加熱され、微細粒子が同様のドラムの低温領域で加熱される方法が
記載されている。加熱された粗粒子と微細粒子を混合してアスファルト組成物の製造に使
用してもよい。同様の方法がUS4096588に記載されている。好ましくは、本発明のアスフ
ァルト組成物もまた、上述のギャップ粒径を有することを前提に、鉱物骨材として少なく
とも部分的に回収アスファルト骨材を含む。
【００３５】
　粒子状の鉱物骨材に加えて、本発明によるアスファルト組成物はまた、2.8mmの最大粒
径を有する弾性粒子を含む。このことは、第二および第三グループの骨材の少なくとも一
部は、弾性粒子によって置き換えられていることを意味する。弾性体粒子によって、これ
ら骨材の全てを置き換えることが可能である。しかしながら、第二及び／または第三のグ
ループの全ての骨材を弾性粒子によって置き換える必要はない。弾性粒子は、第二グルー
プのサイズのみから適切に選択され、好適には63μmから2.8mmの範囲内の粒径を有する。
この下限よりも弾性粒子が小さい場合は、弾性粒子の弾力性への寄与は喪失する。適切に
は、アスファルト組成物は、ポリマー粒子に加えて、ギャップ内のサイズを例外として全
サイズの骨材を含む。本発明のアスファルト組成物中の弾性粒子の量は、瀝青質バインダ
ー材料、骨材、及び弾性粒子の体積に基づいて、好ましくは3から18体積％、例えば3から
18体積％の範囲内である。この量が3体積％よりも少ない場合には、騒音低減が不十分と
なり得る。この含量が20％より多い場合には、空隙が弾性粒子によって占められ、これが
多孔性に影響し得る。鉱物骨材の量は、瀝青質バインダー材料、骨材、及び弾性粒子の体
積に基づいて、有利には90から65体積％、例えば90から75体積％の範囲内である。骨材は
、適切には、三つのグループ全ての骨材を含む。これら三つのグループの骨材の相対配分
は、当業者によって、すなわち、得られる道路舗装に望まれる多孔性によって、決定する
ことができる。上記の通り、開放型多孔質道路表面が望まれる場合には、当業者は、かな
り均質の粗い骨材を選択してよい。
【００３６】
　典型的には、本発明によるアスファルト組成物は、鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体粒
子を、骨材及び弾性粒子の体積に基づいて、第一グループを70から85体積％、第二グルー
プは2.5から10体積％、第三グループは2.5から7体積％の範囲で含み、前記グループは、
それぞれ、2.8mm以上、63μmから2.8mm、及び63μm未満の粒径を有する弾性粒子と鉱物骨
材を表す。本発明においては、2.8mm以上の粒径を有する第一グループは、鉱物骨材のみ
を含む。第二グループに含まれる固体粒子の少なくとも一部は、弾性粒子からなる。適切
には、弾性粒子は、第二グループの体積に基づいて50から100体積％含まれる。第三グル
ープに含まれる鉱物骨材を、弾性粒子で置き換えることも可能である。こうした置き換え
は、第三グループの体積に基づいて50から100体積％であってよい。第二グループが、実
質的に100体積％の弾性粒子から成ることを確実にすると特に有利である。本発明のアス
ファルト組成物中の瀝青質バインダー材料の量は、瀝青質バインダー材料、骨材、及び弾
性粒子の体積に基づいて、好ましくは9から17.5体積％の範囲内である。
【００３７】
　本発明のアスファルト組成物は従来の方法で調製することができる。
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　しかしながら、特に弾性ポリマー粒子が使用される場合には、弾性ポリマー粒子中のエ
ラストマー材料を融解させないために、処理温度を比較的に低く維持することが有利であ
る。比較的に低温でアスファルト組成物を調製する方法は、当技術分野では既知であり、
例えば、瀝青質バインダー材料と本明細書に記載の固体粒子フラクションを準備し、瀝青
質バインダー材料を高温に、例えば150から190℃に加熱し、乾燥及び予備加熱の目的で任
意に固体粒子フラクションの鉱物骨材を、例えば約110℃の温度に予備加熱し、加熱した
瀝青質バインダー材料を比較的低温の弾性粒子を含む固体粒子フラクションと混合する。
【００３８】
　しかるに、骨材は、任意の乾燥及び加熱の後に、加熱した瀝青及び弾性粒子と混合して
よい。生じる混合物の温度が、ポリマー粒子の物理的形状が少なくともある程度は維持さ
れるようなものであることを確実にすべきである。したがって、温度は、適切には最高で
150℃、より好ましくは100から145℃の範囲内である。
【００３９】
　本発明による組成物の調製方法の好適な例は、EP1767581に教示されている。この特許
には、アスファルト混合物の調製方法が記載され、ここでは、75から110℃の範囲内の温
度で発泡瀝青と骨材物質とを接触させて混合し、発泡瀝青と接触した際の骨材物質の水分
含量が、骨材物質の質量に基づいて0.5質量％以下である。当業者が、発泡瀝青と接触さ
せておいた骨材物質にポリマー粒子を更に加える場合には、この方法の変形を応用するこ
とができる。弾性材料は、一般的に75から110℃の範囲の温度では融解しないことから、
この既知の方法は本発明のアスファルト組成物の調製のために、またさらに弾性ポリマー
粒子が使用される場合にも使用することができる。発泡瀝青は、GB 1325916に記載の方法
によって得られる。この方法によれば、水が高温の瀝青に注入されて所望の開放構造及び
低粘度が得られる。
【００４０】
　したがって、本発明によるアスファルト組成物の好ましい製造方法は、発泡瀝青を使用
する。よって、本発明は、瀝青質バインダー材料と、骨材及び弾性粒子を含む固体粒子と
を含むアスファルト組成物の調製方法を提供し、ここでは、
・瀝青質バインダー材料は高温に加熱され；
・加熱された高温の瀝青質バインダー材料が膨化チャンバーに送られ；
・水が膨化チャンバーに送られて加熱された瀝青質バインダー材料と接触して蒸気を生成
し、これによって発泡瀝青が生成し；さらに、
・前記発泡瀝青が前記固体粒子と混合され、ここで前記弾性粒子は最大で2.8ｍｍの最大
粒径を有し、この固体粒子はギャップ粒度を有し、前記ギャップは下限及び上限によって
定義され、前記下限と上限との間のサイズの固体粒子は実質的に存在せず、ギャップの上
限は弾性粒子の最大粒径よりも大きく、さらに、骨材がギャップの上限より大きな粒径を
有する粒子を含んでおり、アスファルト組成物がもたらされる。
【００４１】
　瀝青バインダー材料は、高温に加熱される。この温度は、一般的な条件で水が蒸発して
蒸気を生成し、かくして瀝青の発泡を引き起こすように選択される。この方法は常圧で適
切に実施されるが、瀝青質バインダー材料の温度は、好適には水の標準沸点より高い。好
ましくは、瀝青質バインダー材料は、125から230℃、好ましくは150から190℃までの範囲
内の温度に加熱される。
【００４２】
　水を加熱することもまた可能であるが、水を常温で、すなわち、典型的には15から25℃
の範囲内の温度で膨化チャンバーに通すことがコスト的に最も有効である。膨化チャンバ
ーに送られる水の量は、適切には、瀝青質バインダー材料の発泡が達成される一方で、発
泡瀝青中に残る水の量が多くなり過ぎないものである。適切には、水の添加量は、瀝青質
バインダー材料と水との組み合わせに基づいて、2から4質量％、より好ましくは2.5から3
質量％の範囲内である。
【００４３】
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　固体粒子は、三つのグループ全ての物質、すなわち、2.8mm以上の粒径を有する鉱物骨
材、それぞれ63μmから2.8mm及び63μm未満の鉱物骨材及び弾性粒子を含んで良い。好ま
しくは、骨材の細分化は、それぞれ2mm以上、63μmから2mm、及び63μm未満の粒径による
。少なくとも2.8mmの粒径を有する骨材は、100から180℃の範囲内の温度に適切に加熱さ
れる。このことにより、60から145℃、好ましくは75から110℃の範囲の温度を有して良い
、発泡瀝青と接触させた際に混合処理が容易となる。さらにまた、このことによって骨材
が本質的に乾燥していることが確実となり、発泡瀝青に付加的な水が添加されない。最も
微細なフラクションもまた、より粗い骨材の温度に加熱して良い。しかしながら、適切に
は、最も微細なフラクション、すなわち、63μm未満の粒径を有する骨材は、発泡瀝青と
混合される時点では常温である。
【００４４】
　63μmから2.8mmの粒径を有する鉱物骨材の量は、少なくとも、あるいはゼロであってさ
えもよい。その少なくともかなりの部分が、弾性粒子によって適切にとって変わられる。
こうした鉱物骨材が使用されている場合、これらはより粗い骨材と同一または同等の方法
で加熱してよい。
【００４５】
　弾性粒子は典型的には加熱されない。これらは、適切には周囲温度、すなわち、15から
25℃にて、アスファルトミキサー中での混合により鉱物骨材及び発泡瀝青と混合される。
アスファルトミキサーの温度が比較的に低く、一般的に145℃を超えないことから、弾性
粒子は本質的にその形状を維持する。
【００４６】
　上述の方法では、骨材は、適切には加熱される。骨材の適切な温度は、100から170℃の
範囲内である。これらの温度により、瀝青質バインダー材料を骨材と都合よく混合できる
ことが確実となる。
【００４７】
　発泡瀝青質バインダー材料を固体粒子と混合する工程においては、追加のバインダー材
料を添加してもよい。こうしたバインダー材料は、追加の瀝青または別の、例えば重質油
、ワックス、樹脂ポリマー、脂肪油等を含んでよい。特に骨材が回収骨材を含む場合には
、再生用添加剤を添加することが有利になり得る。再生道路舗装のための再生用添加剤と
して現在使用され市販されている、無数の製品が存在する。こうした製品は、一般的に,
フラックスオイル、粘度等級のアスファルト、及び多種多様な独自の製剤に分類される。
可能性のある再生用添加剤は、シェールオイル改質剤である。通常使用されるのは、原油
の留分、好ましくは60℃にて少なくとも200cStの粘度を有するもの、動物油、植物油、及
びこれらの混合物である。粘度は、NEN-EN 12595に従って測定される。比較的に軽質の原
油留分の使用には、これが蒸発して環境の観点からは望ましからぬ炭化水素蒸気を生成す
るという環境上の欠点がある。したがって、再生用添加剤は、好ましくは植物油であり、
より好ましくは、大豆油、ヒマワリ油、菜種油、コーン油、ピーナッツ油、オリーブ油、
ヤシ油、パーム油、パーム核油およびこれらの混合物から、さらに好ましくは、パーム油
またはパーム核油から選択される。こうした油の使用は、より持続可能であり、また低揮
発性を示すことから、瀝青に長期持続効果をもたらす。
【００４８】
　本発明は、さらに、当業者が、瀝青質バインダー材料及び弾性粒子の出発懸濁液を調製
することを可能にする。従って、本発明はまた、瀝青質バインダー材料及び弾性粒子を含
むマスチック組成物を提供するが、これは2.8mm、好ましくは2mmの最大粒径を有する弾性
粒子の、瀝青質バインダー材料中の懸濁液を含む。好ましくは、弾性粒子は弾性ポリマー
粒子であり、ここでポリマー粒子はエラストマー材料を含む。このマスチック組成物は、
瀝青質バインダー中の弾性ポリマー粒子の懸濁液の形態であるという点で、従来既知のマ
スチック組成物とは相違する。弾性粒子が弾性ポリマー粒子である場合もまた、本発明に
よるマスチック組成物が瀝青質バインダーのマトリックス中に識別可能な粒子、例えばポ
リマー粒子を含む一方で、ポリマー改質瀝青組成物が均質化ポリマーを含むという点で、
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これはポリマー改質瀝青質バインダー組成物とは相違する。本発明によるマスチック組成
物は、弾性粒子に加えて、鉱物骨材を含んで良い。これらの鉱物骨材はまた、有利には、
最大で2.8mm、好ましくは2mmの最大粒径を有する。適切には、マスチック組成物は、弾性
粒子、骨材、及び瀝青質バインダーの体積に基づく、骨材と弾性粒子との合計体積として
25から65体積％の範囲内の割合の弾性粒子を含む。かくして前記マスチック組成物は従来
のマスチック組成物であるかのように使用でき、その一方で弾性粒子が最終道路表面に望
ましい弾力性、ひいては騒音低減を提供する。
【００４９】
　マスチック組成物中の瀝青質バインダー材料の量は、瀝青質バインダー材料、弾性粒子
、及び任意に骨材の体積に基づいて、好ましくは30から75体積％である。マスチック組成
物は、少なくとも骨材が最大で2.8mmの最大粒径を有する点において本発明によるアスフ
ァルト組成物とは相違する。さらにまた、マスチック組成物は、適切には前記アスファル
ト組成物とは異なる粘度を有する。10℃で動的剪断レオメーターによって測定されるマス
チック組成物の剛性率は、適切には、10Hzの載荷振動数にて、最大で350MPa、好ましくは
25から200MPa、例えば100から200MPaの範囲内である。
　本発明は、以下の実施例によってさらに説明される。
【実施例】
【００５０】
実施例１：
　本発明によるアスファルト組成物のマスチックが、弾性材料が全く存在しない類似のマ
スチックよりも低い剛性を有することを示すために、二つのマスチック組成物を調製した
。第一マスチック組成物（「マスチック1」）は、22.0体積％のダスト、すなわち、63μm
以下の粒径を有する鉱物骨材、23.4体積％の砂、すなわち、63μmから2mmの粒径を有する
砂鉱物骨材、及び54.6体積％の標準針入度等級の瀝青からなり、70/100の針入度を有する
。第二マスチック組成物（「マスティック2」）は、同レベルのダスト及び瀝青を含むが
、砂の代わりに、古タイヤから再生した、63μmから2mmの粒径を有するゴムクラムを23.4
体積％含んでいた。
【００５１】
　二つのマスチック組成物の剛性率を、動的剪断レオメーター（DSR）で測定した。複素
剛性率は、剛性の、または荷重下での変形に対するアスファルトバインダーの抵抗性の指
標である。試験は、6mmの直径及び20mmの高さを有する円筒状の試料で行った。これらの
試料は、端部が4mm高さのスチールリングになっている。スチールリングにより、前記試
料はDSR中に固定され、試料の高さは12mmにまで効果的に低減される。円筒状の試験試料
を直立させ、振動ねじり荷重を適用した。ここに、試料は底に固定され、上部リングを介
して適用されるトルクで負荷される。試験は、当該材料の線形粘弾性範囲内で行われる。
せん断ひずみ及び加えられたトルクを測定した。一秒毎の荷重サイクルの数は荷重周波数
と呼称される。各荷重周波数については、適用される剪断荷重と測定されたせん断ひずみ
との比率が、当該材料の剛性率を規定する。試験は、様々な温度及び周波数で行われ、且
つ、得られたデータに基づいて、試験したマスチックの剛性の明確な特徴を示す剛性マス
ターカーブが構築される。10℃にて、表１にまとめた剪断剛性が得られる。
【００５２】
　瀝青材料については、高い荷重周波数では高めの剛性が典型的に得られ、低い荷重周波
数では低めの剛性が得られる。
　測定の結果を、以下の表１に示す。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
　この結果により、マスチック2の剛性がマスチック1の剛性よりもかなり低いことが示さ
れる。このことは、本発明によるマスチック組成物が、典型的なマスチック組成物よりも
著しく剛性の低いものであることの証明となる。マスチック組成物が道路表面中の鉱物骨
材間にマスチック層を提供することから、剛性の低いマスチックほどギャップより大きな
鉱物骨材間により柔軟な結合をもたらす。このことにより、より機械インピーダンスが低
い、より柔らかな材料がもたらされ、よって交通によって生じる騒音がより少なくなる。
【００５５】
実施例２：
　以下の表２に示される通り、本発明による三つのアスファルト組成物を製造し、0.63μ
mから1mmのギャップを有する従来の多孔質アスファルト（PA5）アスファルト組成物（高
度に開放型のアスファルト組成物）と比較した。INV混合物中では、砂とゴムとの密度の
差異を考慮しつつ、砂のフラクション（63μmから2mm）を、ゴムクラムで置き換えた。マ
スチックはポリマー改質瀝青に基づく。混合物INV2及びINV3においては、マスチックフラ
クションが、INV1＝PA5=100%と比較してそれぞれ110％及び120％である。混合物をジャイ
レーターで30rpmにて圧縮し、約100％の圧縮度を得た。
【００５６】
【表２】

【００５７】
　PA5及びINV1の上記結果により、弾力性の粒子を導入すると、粗い骨材間の距離が増大
し、空隙％が増大することが示される。「余分の」空間は、INV2及びINV3から明らかな通
り、PA5のレベルで空隙％を維持しつつ、追加のマスチックの導入に利用することができ
る。
【手続補正書】
【提出日】平成28年1月27日(2016.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】



(15) JP 2017-509818 A 2017.4.6

【請求項１】
　瀝青質バインダー材料と鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体粒子とを含み、前記弾性粒子
が最大で2.8ｍｍの最大粒径を有するアスファルト組成物であって、鉱物骨材及び弾性粒
子を含む前記固体粒子がギャップ等級を有し、前記ギャップは下限及び上限によって定義
され、前記下限と上限との間のサイズの固体粒子は実質的に存在せず、ギャップの上限は
弾性粒子の最大粒径よりも大きく、さらに、前記鉱物骨材がギャップの上限より大きな粒
径を有する粒子を含み、前記弾性粒子が、ギャップより大きなサイズを有する粗い骨材粒
子間に、これら同士の直接接触を防ぐために存在する、アスファルト組成物。
【請求項２】
　前記下限と上限との間のサイズの固体粒子の割合が、前記骨材と弾性粒子との合計体積
に基づいて、最大で10体積％、好ましくは5体積％、より好ましくは0.5体積％未満である
、請求項１に記載のアスファルト組成物。
【請求項３】
　前記ギャップの上限及び前記弾性粒子の最大粒径が、これらの差異が少なくとも1mm、
好ましくは1から5mm、より好ましくは2から4mmとなるように選択される、請求項１または
２に記載のアスファルト組成物。
【請求項４】
　前記ギャップの下限が、前記弾性粒子の最大サイズに少なくとも等しい、請求項３に記
載のアスファルト組成物。
【請求項５】
　前記弾性粒子が、63μmから2.8mm、好ましくは63μmから2mmの粒径を有する、請求項１
から４のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項６】
　前記弾性粒子は、好ましくは天然ゴム、スチレン-ブタジエンコポリマー、ポリクロロ
プレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、ポリスルフィドゴム、ポリイソプレン、EPDMゴム、
シリコーンゴム、ポリウレタンゴム、ポリオレフィンゴム、及びこれらの混合物からなる
群より選択されるエラストマー材料を含む弾性ポリマー粒子であり、より好ましくは前記
エラストマー材料が加硫した天然ゴムを含み、最も好ましくはクランプゴム（crump rubb
er）を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項７】
　前記瀝青質バインダー材料が、EN 1426によって測定される、40から220dmmの針入度を
有する瀝青を含む、請求項１から６のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項８】
　前記瀝青質バインダー材料が、瀝青を含み、さらに前記バインダー材料中で均質化され
たポリマーを含む、請求項１から７のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項９】
　鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体粒子を含み、その70から95体積％の範囲の第一グルー
プが2.8mm以上の粒径を有する鉱物骨材であり、その2.5から15体積％の第二グループが63
μmから2mmの粒径を有する固体粒子であり、更に2.5から10体積％の第三グループが63μm
未満の粒径を有する固体粒子であり、これらパーセンテージは鉱物骨材と弾性粒子との体
積に基づく、請求項１から８のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項１０】
　前記鉱物骨材が、砂、砂利、砕石、スラグ、及び破砕コンクリートから選択される鉱物
材料を含む、請求項１から９のいずれか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項１１】
　前記鉱物骨材が、再生アスファルト骨材を含む、請求項１から１０のいずれか一項に記
載のアスファルト組成物。
【請求項１２】
　前記瀝青質バインダー材料、骨材、及び弾性粒子の体積に基づいて、前記弾性粒子の量
が3から20体積％の範囲内であり、前記骨材の量が90から60体積％の範囲内であり、前記
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瀝青質バインダー材料の量が9から17.5体積％の範囲内である、請求項１から１１のいず
れか一項に記載のアスファルト組成物。
【請求項１３】
　瀝青質バインダー材料と鉱物骨材及び弾性粒子を含む固体粒子とを含むアスファルト組
成物の調製方法であって、
　瀝青質バインダー材料が高温に加熱され；
　加熱された高温の瀝青質バインダー材料が膨化チャンバーに送られ；
　水が膨化チャンバーに送られて加熱された瀝青質バインダー材料と接触して蒸気を生成
し、これによって発泡瀝青が生成し；さらに、
　前記発泡瀝青が前記固体粒子と混合され、ここで前記弾性粒子は最大で2.8ｍｍの最大
粒径を有し、この固体粒子はギャップ粒度を有し、前記ギャップは下限及び上限によって
定義され、前記下限と上限との間のサイズの固体粒子は実質的に存在せず、ギャップの上
限は弾性粒子の最大粒径よりも大きく、さらに、鉱物骨材がギャップの上限より大きな粒
径を有する粒子を含んでおり、請求項１から１２のいずれか一項に規定のアスファルト組
成物がもたらされる、方法。
【請求項１４】
　前記瀝青質バインダー材料が、150から190℃の温度に加熱される、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　瀝青質バインダー材料及び弾性粒子、及び鉱物骨材を含むマスチック組成物であって、
請求項１から１２のいずれか一項に規定のアスファルト組成物における使用のための、前
記瀝青質バインダー材料中に最大で2.8mmの最大粒径を有する弾性粒子の懸濁液を含む、
マスチック組成物。
【請求項１６】
　前記弾性粒子が、エラストマー材料を含む弾性ポリマー粒子である、請求項１５に記載
のマスチック組成物。
【請求項１７】
　前記瀝青質バインダー材料の量が、前記瀝青質バインダー材料、弾性粒子、及び鉱物骨
材の体積に基づいて、30から75体積％の範囲内である、請求項１５または１６に記載のマ
スチック組成物。
【請求項１８】
　10℃にて、荷重周波数10Hzにおける動的剪断レオメーターで測定して、25から200MPaの
範囲内の剛性率を有する、請求項１５から１７のいずれか一項に記載のマスチック組成物
。
【請求項１９】
　前記骨材が、前記弾性粒子が導入された瀝青質バインダー材料によって結合されている
、請求項１から１２のいずれか一項に規定のアスファルト組成物を含む道路表面。
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